
　住民の皆様の住宅の寝室や階
段に設置されている住宅用火災
警報器は、平成１８年の法令改
正にて、消防法及び諏訪広域連
合火災予防条例により義務設置
となり、１０年が経過します。
電池切れ等で火災を感知しなく
なるため、大変危険です。そこ
で、１０年を目安に点検確認し
ましょう。
　また、聞きなれない音がした
場合は、電池切れ及び機器異常
の可能性がありますので、新し
いものに交換しましょう。

悪質訪問販売にご注意！！

住宅用火災警報器に関する問い合わせ先

　諏訪広域消防本部　予防課　　電話番号：０２６６－２１－１１９０

　下諏訪消防署　　            電話番号：０２６６－２８－０１１９

住宅用火災警報器の電池寿命は約１０年です

住宅用火災警報器は１０年を目安に取り換えましょう！！！

※この警報音は代表例です。

　住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売等
を行う業者にご注意ください。（火災警報器は、クーリングオフの対象です。）

資料協力：一財社団法人　日本火災報知機工業会
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